
令和7年7月 都市構想部都市政策課

土砂災害特
別警戒区域

早期の立退き避難が
必要な区域

農用地区域

大規模既存集落、地区計画区域内は、市街
化調整区域であっても一定規模の開発行為
が認められている。

指定区域 筆界

除外エリア、
除外エリア等で分断された区域

50連たんエリア

凡 例

●交付
1.交付の準備後、申請者へ連絡
2.窓口で手数料250円/件を支払
用途証明書を受領

●受付
1.都市政策課窓口で場所の確認、
用途証明願の記入

2.都市政策課で印刷した図面に位置
を示し、公図写しで該当地番を明示

3.記入した用途証明願及び土地登記簿、
公図の提出

審 査
（翌日、
遅くとも
３日後）

（条例第４条第１項第３号）

（条例第４条第１項第１号）

（条例第４条第２項）

都市計画法第34条第12号に基づく指定区域の証明を行う場合は、地番を含む詳細な情報の確認
を行うため、3か月以内に発行した証明する区域のすべての公図及び土地登記簿謄本
をお持ちください。
また、内部審査を行うため発行にはお時間をいただきます。（疑義がなければ翌日、遅くとも

3日を目安に考えていただければと思います。）

 郡山市役所本庁舎３F 都市政策課で受付 ～ 交付は後日
 添付書類が必要（土地登記簿謄本の原本、公図の写し）
 証明手数料:２５０円（証明書発行時に納付）
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都市計画法第34条第12号（抜粋）
開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において

行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防止その他の事情を考慮して政
令で定める基準に従い、条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの

条例概要 区域設定のイメージ

条例指定区域内であることの証明

郡山市では、郡山市都市計画マスタープランの土地利用方針に基づき、都市計画法
第34条第12号に基づいた条例を制定しました。これにより、市街化調整区域内の一
部の指定区域に限り、一戸建て住宅等の建築が可能です。



１ 高倉

２ 広野入

３ 大窪

４ 一ツ坦５ 宮下

１ 西大森

２ 牛ヶ池

３ 堂坂

４ 北小泉

５ 南小泉
１ 舞木町四合田

２
舞木町
別所 ３ 白岩町堺ノ内

４ 阿久津町安原

５ 蒲倉町蒲倉

６ 荒井町切通
７ 大平町御前田

８ 大平町大平

１ 杉並
２ 赤沼

３ 萩平

４ 羽廣

１ 下行合

２ 上行合

３ 手代木

４ 小川

５ 大善寺

６ 御代田

７ 正直

８ 枇杷沢

９ 山中

１０ 大供

１１ 岩作

１ 成田

１ 芦ノ口

２ 山口

３ 大谷

４ 八幡

５ 駒屋

６ 川田

７ 南森

８ 三和

９ 鍋山

１０ 下守屋

１ 河内

２ 鳥越

３ 多田野

４ 河田堀

５ 十文字

１ 前田

２ 横川

３ 安子ヶ島

４ 上伊豆島

５ 下伊豆島

６ 長橋

１ 前田沢

３ 堀之内（杢田）

２ 早稲原

４ 下大谷地

３ 胡桃沢
２ 山下

１ 谷地内

５ 太田

◆条例指定区域について
●区域の指定
郡山市では、本条例の制限を受ける区域として、令和７年７
月３日付けで、区域指定の告示を行い、現在のところ、市内６
３か所を区域指定しました。

市街化調整区域

市街化区域

都市計画区域

💭随時閲覧、資料のダウンロードが可能です。
💭郡山市ホームページの「さがす」からサイト内
検索が可能です。

●区域の確認方法
郡山市のウェブサイトに掲載しているものを閲覧いただくか、

詳細な位置確認をしたい場合は、「郡山市地理情報システム」
において閲覧することが可能です。

ウェブサイトの閲覧方法

ご利用前に利用条件に同意し、以下のリンクをクリック
してご利用ください。

都市計画＞都市計画法第34条第12号に基づく指
定区域 のテーマに変更すると指定区域が表示
されます。
💭地番から検索することも可能です。
💭その他、都市計画情報の確認、情報一覧をいれての
PDF印刷も可能です。

郡山市地理情報システムの閲覧方法


